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※ なお、事業主の方が手続きを行う場合であって、新たに60歳から65歳の方を雇った場合、「雇用保険被保険者取得届」の届出
により、通知される「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」に「高年齢雇用継続給付受給可」と印字されている場合があり
ます。その場合は、「高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付次回申請日指定通知書」を発行する事が可能です
が、受給の可否についてあらかじめ本人が同意していることが条件となりますので、ご留意ください。



マイナンバーを記載して提出してください。

※ あらかじめマイナンバーを届け出ている者については、年齢確認書類の写しを
省略できます。







マイナンバーを記載して提出してください。

　令和4年10月1日以降に手続を行う場合、マイナポータルに公金受取口座を登
録している方については、その口座を指定することもできます（公共職業安定所
に個人番号を届け出ておく必要があります）。








